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目

次

目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の

化
合
物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合

物
三
　
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　
土
壌
汚
染
の
除
去

告
　
　
　
示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

　
路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…	
二

告
　
　
　
示
（
公
）

○
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

四

○
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

五

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
二
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
墨
田
区
立
花
四
丁

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
七
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

路
線
名

都
道
東
京
川
口
線

二

指
定
す
る
区
間

足
立
区
鹿
浜
二
丁
目
一
番
九
地
先
か
ら
同
区

鹿
浜
五
丁
目
十
番
二
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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別

図

( 

電
線
共
同
溝
予
定
名
称

東
京
川
口
・
一
号)

都

道

特
別
区
道

指
定
区
間

延
長

八
四
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

既
指
定
区
間

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
略
図

都
道
東
京
川
口
線

足
立
区
鹿
浜
二
丁
目
～
鹿
浜
五
丁
目



4令和6年8月2日（金曜日）（第18117号） 東　京　都　公　報
る
。
）

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
　
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
　
受
付
日
時

令
和
６
年
８
月
15日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
16日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
　
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

⑷
　
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
　
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
６
年
８
月
５
日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
23年

法
律
第
178号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

イ
　
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
　
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
。

７
　
審
査
手
数
料

21,500円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

東
京
都
条
例
第
99号

）
別
表
第

２
　
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
　
携
行
品

⑴
　
運
転
免
許
証

⑵
　
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
　
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

⑶
　
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定

員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
　
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
　
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
　

ア
　
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
　
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
　
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
　
道
路
運
送
法
（
昭
和
26年

法
律
第
183号

）
第
２
条
第
３

項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代

行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13年

法
律
第

57号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に

関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

イ
　
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
　
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
17条

第
１
項
各
号
又
は
第
３
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
規

定
に
該
当
す
る
者

５
　
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
　
日
時

令
和
６
年
９
月
４
日
（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
　
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
12番

５
号
）

６
　
申
請
手
続

⑴
　
申
請
書
類

ア
　
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

告
　
　
　
示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
260号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
８
月
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
審
査
の
種
類

⑴
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
　
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
　
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格
	

次
に
掲
げ
る
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検

定
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
　
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
中
型
）
又
は

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
17年

政

令
第
183号

）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
技
能
検

定
員
資
格
者
証
（
大
型
）
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丁
目
12番

５
号
）

６
　
申
請
手
続

⑴
　
申
請
書
類

ア
　
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
　
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
　
受
付
日
時

令
和
６
年
８
月
15日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
16日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
30分
か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
　
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

⑷
　
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
　
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
６
年
８
月
５
日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
23年

法
律
第
178号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

イ
　
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
　
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ

と
。

７
　
審
査
手
数
料

12,450円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

東
京
都
条
例
第
99号

）
別
表
第

２
　
１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
　
携
行
品

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
17年

政

令
第
183号

）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
　
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導

員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
　
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
　
教
習
に
関
す
る
技
能
　

ア
　
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
　
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
　
教
習
に
関
す
る
知
識

道
路
運
送
法
（
昭
和
26年

法
律
第
183号

）
第
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13年

法
律
第
57号

）

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法

令
に
つ
い
て
の
知
識

４
　
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
17条

第
１
項
各
号
又
は
第
５
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
規

定
に
該
当
す
る
者

５
　
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
　
日
時

令
和
６
年
９
月
４
日
（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
　
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

10　
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話
　
03（
3581）

4321　
内
線
7251-5276

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
261号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
10条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
６
年
８
月
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
審
査
の
種
類

⑴
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑵
　
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑶
　
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
　
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
運
転
免
許
証
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
中
型
）
又
は
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⑴
　
運
転
免
許
証

⑵
　
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
　
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

10　
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話
　
03（
3581）

4321　
内
線
7251-5276

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


